
　総代候補者は、当金庫の会員とします。
　総代候補者の選考基準は次の通りとします。
　1．総代として相応しい見識を有している方。
　2．良識をもって正しい判断ができ、金庫の発展に寄与できる方。
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会員一人ひとりの意見を適正に
反映する、開かれた制度です。

総代会の仕組み

総代候補者の選考基準

総代とその選任方法

信用金庫と総代会制度
�　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基
本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織
金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、一人
一票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に参加するこ
ととなります。しかし、当金庫では、会員数が多く、総会は事
実上不可能です。そこで当金庫では、会員の総意を適正に反映
し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を
採用しています。
�　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等
の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総
代会は、総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営
に反映されるよう、会員の中から適正な手続きにより選任され
た総代により運営されます。
�　また、当金庫では、総代会に限定することなく、日常の事業
活動やホームページ等を通じて、総代や会員とのコミュニケー
ションを大切にし、さまざまな経営改善に取組んでいます。

会　　員

㈪ 選考基準に基づき
　 総代候補者を選考

理 事 会

㈰ 理事会の議決に基
づき理事長が選考
委員を委嘱し、選
考委員の氏名を
店頭に掲示

総 代 会
決算に関する事項、
理事・監事の選任等
重要事項の決定

選考委員 総代
候補者

総　代

㈫ 理事長は、総代候補者の
　 氏名を店頭に掲示し、所
　 定の手続きを経て、会員
　 の代表として総代を委嘱

総代会は、会員一人ひとりの意見を適正に
反映するための開かれた制度です。〈　　　　　　　　　　　　　　　　　〉

会　　員

②�選考基準に基づき
　�総代候補者を選考

理 事 会

①� 理事会の議決に基
づき理事長が選考
委員を委嘱し、選
考委員の氏名を店
頭に掲示

総 代 会
決算に関する事項、
理事・監事の選任等
重要事項の決定

選考委員 総代
候補者

総　代

③�理事長は、総代候補者の
　�氏名を店頭に掲示し、所
　�定の手続きを経て、会員
　�の代表として総代を委嘱

会員と総代、総代会の関係

総代の任期・定数
　1．総代の任期は3年です。
　2�．総代の定数は120人から150人以内で、当金庫の地区を5区の選任区域に分け、会員数に応じて各選任区域ごとに定め
られています。

　　�なお、平成22年6月1日現在の総代数は142人です。（総代はすべて個人会員です。）

選任区域 該 当 地 域 総代定数
第1区 本店・中通・本通・畑・荒神・宮原・焼山・焼山南 31名

吉浦・天応・熊野・広島・矢野駅前・安芸・東雲・坂・黒瀬・黒瀬西・西条・高屋・西条南
三城・海岸・警固屋・阿賀・倉橋・江能・音戸・小用・能美

第4区 広東・広北・広中央・仁方・郷原・川尻・下蒲刈 31名
安浦・竹原・忠海・幸崎・安芸津・大崎

第2区 31名
第3区 28名

第5区 29名 

総代の選任区域及び定数（平成22年6月1日現在）

（五十音順、敬称略）

　第85期通常総代会（平成22年6月11日開催）では、次の報告ならびに決議事項が付議されました。
　なお、決議事項については、それぞれ原案のとおり承認されました。

1．報告事項
　⑴　�平成21年度業務報告、貸借対照表及び損益計算書について
　⑵　平成22年度事業計画について
　⑶　監査報告

2．決議事項
　第1号議案　�平成21年度剰余金処分案の承認に関する件
　第2号議案　会員の除名に関する件

総代が選任されるまでの手続き

総代の選任方法
�　総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重要な役割を担っています。そこで総代の選考は、総代
選考基準に基づき、次の3つの手続きを経て選任されます。
　1�．会員の中から総代候補者選考委員を選任します。
　2�．その総代候補者選考委員が総代候補者を選考します。
　3�．その総代候補者を会員が信任します。（異議があれば申し立てできます。）

第85期通常総代会の議事内容

総代のお名前（平成22年6月1日現在）

①総代候補者選考委員の選任

㈰

◦理事会の議決により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱
◦選考委員の氏名を店頭に掲示

②総代候補者の選考 ◦選考委員が総代候補者を選考　◦理事長に報告　
◦総代候補者の氏名を、1 週間以上店頭に掲示　◦上記掲示について、中国新聞に公告

③総代の選任 �・�会員から異議がない場合
　　　　　または
�・�選任区域の会員数の1／3
　未満の会員から異議の
　申出があった総代候補者

�・�選任区域の会員数の1／3以上の会員
　から異議の申出があった総代候補者

㈪ 

㈫ 

理事長は総代に委嘱 総代の氏名を店頭に1週間以上掲示
（上記②以下の手続を経て）

異議の申出があった総代候補者の数が
選任区域の総代定数の1／2以上の場合

異議の申出があった総代候補者の数が
選任区域の総代定数の1／2未満の場合

・�異議の申出があった総代候補者
��については、他の候補者を選考

・�異議の申出があった総代候補者
��については、欠員とします
�（選考を行いません）

当金庫の地区を5区の選任区域に分け、選任区域ごとに総代の定数を定めます。

異議申出期間（公告後2週間以内）

総
代
会
に
つ
い
て

総
代
会
に
つ
い
て
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選任区域 人 数 お　　　　　　名　　　　　　前

第1区 30名
井上　英之、宇都　親昭、遠藤　　学、大江　楫二、大之木英雄、岡本　信義、奥原征一郎、海生　孝昭、神田　耕作、木戸　正博、高祖　胤治、
河野　智之、小林　通匡、迫越　正彦、武田　保信、中塩　　信、中原　義英、奈良幸次郎、仁井岡弘司、畑中　義文、浜田　利昭、濱中　幸子、
平本　将人、槙岡　達真、舛田　正範、矢野　勝美、山村　貞夫、横山　尚佳、吉岡　鉄也、渡辺　良孝

第2区 31名
吾郷　　強、荒垣　昭三、井川　隆訓、宇都宮五郎、片岡　司界、川島　篤子、河尻　　清、川西　祐二、神田　　博、串山　孝一、倉本　隆之、
黒田　正則、小柴　繁美、島田　花子、島田　雅文、城河内　稔、世良　武司、田代　博造、奈尾　信明、中佐古秀典、原田　省三、原田　仁司、
桧垣　　智、日山　隆文、藤田　　馥、舛本　康隆、宮崎　宏輝、森永スエミ、森野　知行、八城　　護、山岡　信興

第3区 25名
伊原　直昭、宇都宮義憲、岡崎　町子、岡峰　正光、沖本　新良、加藤　恭夫、木村　元保、幸城　和俊、小早川茂之、坂田　健治、下中　利孝、
津田　紘吏、出木谷　学、長尾　邦雄、中下　英子、中下　壮平、平田　康治、藤井　清実、船木　芳郎、松村　眞次、水野健三郎、屋敷　隆明、
山崎　政治、山本　　武、若山　洋作

第4区 29名
有本　　滋、飯川　松義、石原　盛男、礒道　光三、今田　健一、大岡　義正、岡村　利彦、梶山　隼史、加藤　　守、金原　美子、賀谷　敏彦、
木村　法蔵、下竹　勇夫、竹内　安子、多田　正和、種本　克昭、中下　忠義、畑　　義幸、花田　照吉、平岡惣五郎、平田　茂樹、堀田　勝博、
堀川　保幸、松野　　誠、村尾禮三郎、山本　浩平、吉中　　建、脇　　昭夫、脇　　弘昭

第5区 27名
大石　　徹、岡本　宙児、鹿島富士雄、亀山　博司、木村眞紀子、桐谷　周志、木庭　和利、小村　朋孝、新川　義貴、末田　豊也、清田　　勝、
中川　康子、中畦　　弘、中藤　一男、林田　健児、原田　一平、原田　欣二、平田　英治、平田　清登、藤川　則次、松内　賢三、水井　禮司、
三好　るみ、元樋　修宜、森本　憲幸、八崎　則男、吉元　栄治


